
白子町介護支援
サポーター事業について



☆事業目的☆
①積極的な社会参加。

②地域貢献をする。

③サポーターさん自身の介護予防。



☆事業内容☆
①町内の指定受入
施設（介護施設や
保育所等）におい
てサポーター活動
を行った場合に、
その実績に基づい
た評価ポイントが
付与されます。

②付与された評価
ポイントに応じた
活動評価ポイント
交付金へ換金して
交付を受けること
が出来ます。



☆サポーター登録対象者☆

※白子町が行う介護保険の第１号
被保険者（６５歳以上の方）が対
象となります。
※ただし、次の頁のいずれかに該
当する方は対象外となります。



（１）介護保険料の未納又は
滞納がある方

（２）要介護認定及び要支援
認定を受けている方

（３）その他町長が不適当と
認める方



☆サポーター活動受入施設☆
令和5年4月１日現在

種別 施設名

介護施設
特別養護老人ホーム
はまひるがお

介護施設
特別養護老人ホーム
はなゆう

介護施設
グループホーム
時の村

保育所 南白亀保育所

保育所 白潟保育所

保育所 関保育所



☆サポーター活動予防事業☆

種別 事業名

予防事業 ふれあい幸民館

予防事業 脳のトレーニング教室

予防事業 健康マージャン



☆サポーター活動の内容☆
～介護施設の場合～

（１）レクリエーション等の指導及び運営補助
（２）お茶出し、食堂内の配膳及び下膳等の補助
（３）散歩、外出及び施設内移動の補助
（４）入所者、利用者の話し相手
（５）施設職員と共に行う軽微かつ補助的な活動
（６）草取り、草花等の手入れ
（７）その他、町及び介護施設で協議し同意した活動



～予防事業の場合～

（１）レクリエーションの実施
（２）レクリエーションの企画・準備・片付け
（３）利用者の送迎及び補助（※事業により実施）

（４）利用者の話し相手
（５）その他、町と協議し同意した活動

☆サポーター活動の内容☆



☆サポーター活動時の注意点☆

①体調に注意しましょう！
②笑顔であいさつしましょう！
③相手の立場を尊重しましょう！
④ルールや決まりごとは必ず守りましょう！
⑤プライバシーの保護に注意しましょう！



☆活動実績の承認☆

①１時間につきスタンプ１個。

②１日につきスタンプ２個を上
限とする。



☆評価ポイントの取扱い☆
スタンプの数 交付金の額

１時間 ➡１ポイント付与 １ポイント ➡１００円交付

１日最大２時間➡２ポイント付与 年間最大５０ポイント➡５，０００円交付

※活動した方は、年度末にポイント交付金交付申請書兼請求書を申請して頂きます。
※交付金は活動したポイント数に応じて交付されます。



☆サポーター活動の流れ☆

白子町 受入施設

社協 サポーター

施設指定

施設登録申請

①登録申請

④手帳交付

⑦交付金申請

⑧交付金交付

②審査依頼

③審査報告 ⑤サポーター活動

委 託

⑥スタンプ押印
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